














































































 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 大田区文化振興協会 

平成 29 年度 事業計画書 

龍子記念館ギャラリートーク 大田区制 70 周年記念事業 おおた和の祭典 

大田 

 

アプリコ・リニューアル事業 マイスタージンガー歌の花束 



 

２ 

 

 

 

公益財団法人大田区文化振興協会（以下「協会」といいます。）は、昭和 62 年 7 月、区民の連帯と協調の

輪を拡げ地域文化活動の振興に努めることで、活力と思いやりのある文化福祉都市・大田区の実現に寄与す

ることを目的とする財団法人として設立されました。平成 18 年 4 月からは、大田区の指定管理者として大

田区民プラザ、大田区民ホール、大田文化の森、龍子記念館、熊谷恒子記念館の文化拠点施設を管理運営し

ています。平成 22 年 4 月には公益財団法人へ移行し、地域文化振興に取り組む公益目的の団体として、大

田区と密接に連携し、文化芸術事業の提供ならびに区民の自主的な文化活動の支援等を行っています。 

当協会は、平成 27 年 5 月に、大田区の地域文化芸術振興のパートナーとしての役割を担っていくため、「中

期事業計画（平成 27～30 年度）」を策定しました。この計画の３年目となる平成 29 年度は、協会創立 30

周年の節目でもあり、一層充実した事業展開を図っていかなければなりません。また、協会の経営改善にも

取組む必要があります。指定管理者としても平成 27 年度の再指定から３年目となり、組織や事業内容全般

の見直しを図りながら、より公益性の高いサービス提供と効率的な運営を進めます。 

協会創立 30 周年事業については、協会の社会的存在価値を高め、基本理念をより具体的に表現しながら、

未来志向をアピールしていきます。コーポレートアイデンティティ（ＣＩ）の確立を図り、短編映画の制作

をはじめ視覚的にも訴えかける事業を展開します。 

平成 24 年 6 月に施行された「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」では、劇場等の設置者または運営

者に対し、運営方針の明確化、質の高い自主事業の実施、人材の育成・確保、普及啓発活動等についての対

応に努めるよう求めています。この目的をふまえ、「国際都市おおた」にふさわしい、地域の発展・国際文化

交流の円滑化を進めるため、当協会はホール施設等での自主事業の展開、大田区の文化資産の有効活用、地

域文化芸術団体の活動支援、国際交流事業等を推進いたします。また、大田区及び協会の文化情報や、地域

の文化情報を、情報誌やホームページを通じて、総合的・体系的に受発信を行います。 

そして、区民の快適な文化活動の場の確保と活動支援に積極的に取り組むことにより、大田区における地

域文化の豊かなネットワーク形成と活性化に努めていきます。 

 

 

 

 

 

当協会は、大田区における文化振興を図り、もって地域活性化と魅力のある文化のまちづくりに寄与する

ため、区と連携して、地域の活性化に全力で取り組みます。 

定款に定める事業（第４条関係） 

１ 文化芸術の振興に資する公演及び展示等の実施に関する事業 

２ 文化芸術活動の支援、協働及び育成に関する事業 

３ 文化芸術資源の調査、収集、保存及び活用に関する事業 

４ 文化芸術の活性化を図るための情報収集と発信に関する事業 

５ 文化芸術の拠点施設の管理運営に関する事業 

６ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

 

Ⅰ 計画の策定にあたって 

Ⅱ 基本理念 



 

３ 

 

 

 

１ 文化芸術の振興に資する公演及び展示等の実施に関する事業(第４条第１号関係)    212,945千円 

 

企画目的・収支バランスを勘案した魅力的な事業編成 

 鑑賞事業は公共性に配慮しながら、収益性、収容性の視点に立ち、「協会の特色を打ち出す」事業編成とし、

にぎわいの創出や外国人来場等、「国際都市おおた」を意識した観光政策にも寄与していきます。 

実施計画の策定については、公益性を前提に４つのグループ分けを行ったうえで、【芸術】、【地域】、【集客】、

【区連携】など、企画目的別に事業を選定いたしました。 

 

Ａグループ：大田区の文化芸術振興に寄与し、収益性がある事業 

Ｂグループ：大田区の文化芸術振興に寄与できる事業 

Ｃグループ：不特定多数の個人を対象にし、潜在的なニーズに対応した事業 

Ｘグループ：収容性及び収入確保を目的に実施する事業 

 

顧客利便性を追求したチケット販売サービス 

 便利で買いやすいチケット販売を目指し、電話、窓口、インターネット等、ライフスタイルに合わせた販

売サービスを行います。また、オンラインチケットによる先行販売、窓口でのチケット引換を不要としたス

マートフォンチケット（予定）などの新サービスを導入いたします。 

 

（１）文化芸術の振興に資する公演事業 

大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコ等の文化芸術拠点施設（劇場）の規模や地域性を活かし、

音楽や伝統芸能、演劇など、質の高い鑑賞事業を企画するとともに、区民に優れた多様な文化芸術を低廉

な料金で鑑賞できる機会の充実を図ります。 

また、大田区市宣言記念事業「花火の祭典」、おおた和の祭典 等の特色ある区の文化事業等を積極的に 

支援し、大田区の豊かな地域文化の形成と活性化に努めます。 

 

事 業 名 公演日 会場 ジャンル 来場者計画数 

Ａグループ事業 

洗足池 春宵の響 5 月 17 日 洗足池 【区連】邦楽 2,000 人 

日本フィル夏休みコンサート（共催） 7 月 26 日 アプリコ大 【芸術】ファミリー 1,000 人 

下丸子 JAZZ 俱楽部 Happy Birthday CONCERT 9 月 30 日 プラザ大 【集客】ジャズ 430 人 

【都響×アプリコ】東京都交響楽団（共催） 11 月 23 日 アプリコ大 【芸術】クラシック 1,100 人 

新春プラザ寄席（2 回公演） 1 月 5～6 日 プラザ大 【集客】落語 910 人 

ウィーン・シェーンブルン宮殿オーケストラ 1 月 14 日 アプリコ大 【芸術】クラシック 1,100 人 

花形狂言会（２回公演） 2 月 4 日 プラザ大 【芸術】狂言 800 人 

ワンコイン文化講演会 日程未定 プラザ大 【芸術】美術 250 人 

Ｂグループ事業 

【読響×アプリコ】読売日本交響楽団 6 月 3 日 アプリコ大 【芸術】クラシック 1,100 人 

松竹大歌舞伎（２回公演） 6 月 30 日 アプリコ大 【芸術】歌舞伎 1,800 人 

アプリコみんなの音楽祭 2017 7 月下旬 アプリコ他 【地域】フェスティバル 2,000 人 

Ⅲ 事業の概要 



 

４ 

 

※事業名、日程等は変更となる場合がございます。 

 

（２）文化芸術の振興に資する展示事業 

「大田区在住作家美術展」は、区民に親しまれる美術展として継承・発展させるほか、大田区所蔵絵画

作品を展示する「アプリコ・アートギャラリー」、記念館での様々なテーマによる特色を打ち出しながら

の展示など、大田区の文化資産を有効活用していきます。 

 

事 業 名 公演日 会場 ジャンル 来場者計画数 

Ｂグループ事業 

大田区在住作家美術展 11月1～9日 アプリコ展小 【芸術】美術 5,800 人 

アプリコ・アートギャラリー 通年 アプリコ地下 【区連】美術 ― 

記念館事業 

龍子記念館名作展Ⅰ ６月～10 月 龍子 日本画 3,200 人 

龍子記念館 龍子没後 50 年特別展 11 月～12 月 龍子 日本画 4,500 人 

龍子記念館名作展Ⅱ 12 月～4 月 龍子 日本画 3,500 人 

熊谷恒子記念館かなの美展Ⅰ 4 月～8 月 熊谷恒子 かな書 1,500 人 

熊谷恒子記念館かなの美展Ⅱ 9 月～12 月 熊谷恒子 かな書 2,000 人 

熊谷恒子記念館かなの美展Ⅲ 12 月～4 月 熊谷恒子 かな書 1,200 人 

  ※記念館事業は、本書３(3)の再掲です。 

 

大田区平和都市宣言記念事業 花火の祭典 8 月 15 日 多摩川河川敷 【区連】その他 115,000 人 

下丸子演劇ぷろじぇくと  

山の手事情社『傾城反魂香』（2 回公演） 

10 月 14～

15 日 

プラザ大 【芸術】演劇 630 人 

OTA ふれあいフェスタ ビッグバンド公演 11 月上旬 平和島 【区連】ジャズ 250 人 

アプリコ・クリスマス「みんなのうた」 12 月 10 日 アプリコ大 【芸術】ファミリー 1,000 人 

アプリコ舞台創造事業 オペラ参加企画 1 月～3 月 アプリコ他 【芸術】声楽 30 人 

人形浄瑠璃 文楽（2 回公演） 3 月 9 日 プラザ大 【芸術】文楽 800 人 

おおた和の祭典 3 月下旬 場所未定 【区連】フェスティバル 2,000 人 

下丸子 JAZZ 倶楽部（10 回公演） 定期公演 プラザ小 【地域】ジャズ 2,000 人 

下丸子らくご倶楽部（11 回公演） 定期公演 プラザ小 【地域】落語 1,870 人 

Ｃグループ事業 

東京ゲームタクト 2017（共催） 5 月 6 日 アプリコ全 【集客】フェスティバル 2,000 人 

Ｘグループ事業 

小野リサ ボサノバ・コンサート 2017 6 月 17 日 アプリコ大 【集客】ポピュラー 970 人 

稲川淳二の怪談ナイト（共催） 8 月 13 日 アプリコ大 【集客】演劇 1,000 人 

コロッケコンサート（2 回公演） 8 月 27 日 アプリコ大 【集客】ポピュラー 2,200 人 

流山ブルーバード（2 回公演） 1 月 20～ 

21 日 

プラザ大 【集客】演劇 870 人 

南こうせつコンサート（共催） 2 月 3 日 アプリコ大 【集客】ポピュラー 900 人 

アプリコ・アフタヌーン・サロン（4 回公演） 定期公演 アプリコ大 【集客】クラシック 4,000 人 



 

５ 

 

（3）文化芸術の振興に資する普及事業 

芸術体験講座やワークショップ等を実施することで、文化教養の向上に寄与するとともに、文化芸術 

の楽しさ・素晴らしさを身近に体験できるような事業を実施いたします。 

学校や地域へのアウトリーチ活動等を通じて、子ども達が一流の芸術に触れ、学ぶ機会を創出するほか、

若手や地域ゆかりのアーティストの発掘に努め、活動の機会や発表の場を提供いたします。 

 

事 業 名 公演日 会場 形式 参加者計画数 

Ａグループ事業 

アプリコお昼のピアノコンサート 年 4 回 アプリコ大 【無料公演】 1,200 人 

Ｂグループ事業 

プラザ映画鑑賞会 年 4 回 プラザ大 【無料公演】 1,400 人 

小学生管打楽器初心者講習会 6 月 区内小学校 【学校講座】 120 人 

大田区学校出張コンサート 9～11 月 区内小中学校 【学校公演】 8 校 

大田区 JHS ウインドオーケストラ 9～3 月 区内中学校 【学校講座・公演】 3 校 

Ｃグループ事業 

ＮＨＫ文化講演会（共催） 年 1 回 プラザ大 【美術講座】 350 人 

日本画講座（記念館事業） 年 2 回 プラザ他 【美術講座】 40 人 

記念館事業 

記念館講座 年 4 回 文化の森 【美術講座】 280 人 

馬込文士の足跡をたずねて 年２回 山王草堂 【美術講演】 70 人 

夏休みこどもワークショップ ８月 龍子・熊谷 【美術講座】 50 人 

※事業名、日程等は変更となる場合がございます。  ※記念館事業は、本書３(3)の再掲です。 

 

（４）公演・展示に付随して実施する事業 

   伝統芸能などの公演において、歴史や基礎知識を紹介したり、舞台裏や演目の見どころなどを解説す

る公開講座を行います。 

 

事 業 名 開催日 会場 形式 参加者計画数 

Ｂグループ事業 

松竹大歌舞伎 

 歌舞伎プレセミナー（全２回） 

5 月 10 日 アプリコ 

小ホール 

【講座】 各回 150 人 

小野リサ ボサノバ・コンサート 

 特別コンサート 

8 月 アプリコ 

小ホール 

【公演】 150 人 

下丸子演劇ぷろじぇくと 

 演劇教養講座（全５回） 

4～７月 プラザ 

会議室 

【講座】 各回 25 人 

下丸子演劇ぷろじぇくと 

 1day 演劇ワークショップ 

6 月 3 日 プラザ 

音楽スタジオ 

【ワークショップ】 25 人 

下丸子演劇ぷろじぇくと 

 体験ワークショップ＆発表会（全 10 回） 

7～9 月 プラザ 

小ホール他 

【ワークショップ】 20 人 

人形浄瑠璃 文楽 

 入門講座 

日程未定 プラザ 

会議室 

【講座】 40 人 



 

６ 

 

記念館 ギャラリートーク 

 

月 1 回 各記念館 【解説】 各回 15 人 

  ※記念館ギャラリートークは、本書３(3)の再掲です。 

 

（５）協会創立３０周年記念事業（特定費用準備資金充当） 

当協会は、昭和 62 年 7 月に設立以来、大田区の文化芸術拠点施設の管理運営や、文化芸術鑑賞事業

の提供ならびに区民の自主的な文化活動の支援等を行い、平成 29 年に創立３０周年を迎えます。 

これを契機に、協会の存在価値をアピールし、地域文化芸術活動の“かなめ”となって未来へ向けてチ

ャレンジしていくため、シンボルマークをはじめとした広報誌の作成や、映画作品の制作など取り組んで

いきます。 

 

事 業 名 事 業 内 容 

映画制作 大田区の文化施設を舞台にした映画制作 

 舞台芸術や作品創造の具現化として、区民に気軽に楽しんでいた

だく芸術性・娯楽性を追求した作品とする。幅広い世代にご覧いた

だくため、ネット配信など予定している。 

記念広報誌の制作 シンボルマーク等の制作を含む広報誌作成 

 協会の理念や行動指針などを広めるためのコミュニケーション

ツールとして活用していく。 

「桜芥子図襖」の複製 龍子旧蔵の俵屋宗達筆「桜芥子図襖」を、東京芸大との協同プロジ

ェクトで複製し、公開する。 

蒲田駅へのフラッグ広告設置 龍子作品「臥龍」を巨大なフラッグに印刷し、特別展開催期間にＪ

Ｒ蒲田駅改札に設置する。 

記念式典 平成 29 年 10 月 29 日（日）予定 

 

 

 

２ 文化芸術活動の支援、協働及び育成に関する事業（第４条第２号関係）        23,040 千円 

 

（1）大田区で文化芸術活動を行う団体等の活動を助成、支援します。 

（2）大田文化の森において、文化芸術活動を行う個人・団体等に対し、任意団体である大田文化の森運営協

議会を通じて、文化芸術活動を助成、支援します。大田文化の森は、大田区と区民との協働を目的とし

て建設された施設です。区民による公募企画の募集も積極的に行っています。 

（単位：千円） 

事 業 名 事 業 内 容 経 費 

文化芸術活動支援事業 共催、後援、助成等を実施します。 3,170 

大田文化の森活動支援事業 
大田文化の森運営協議会の活動に対し事業助

成等を実施します。 
19,870 

 

 



 

７ 

 

３ 文化芸術資源の調査、収集、保存及び活用に関する事業（第４条第３号関係）     78,448 千円 

 

（1）区民の貴重な文化芸術資源である龍子記念館、熊谷恒子記念館、山王草堂記念館、尾﨑士郎記念館の収

蔵作品・収蔵資料等の調査研究及び適切な修復を行い、文化資源の良好な保管・展示の充実ための環境

整備に努めます。 

 

（2）各記念館の展示においては、区民に見やすく、親しみがもてるようテーマを設定するなど、魅力ある展

示企画を開催することで、より多くの区民に大田区の貴重な文化財産に接していただけるよう努めます。

他の美術館等の交流を深めて、収蔵作品を有効に活用していきます。秋には、龍子没後 50 年特別展を

開催し、記念館の存在を広くＰＲできるよう取り組みます。 

 

（3）各記念館における各種ワークショップ、展覧会会期中のギャラリートーク・講演会等を開催し、区民の

皆さまに日本画やかな書に興味を持っていただき、併せて各記念館について広い理解が得られるよう努

めます。各記念館の普及活動を充実させるため、龍子記念館、熊谷恒子記念館、山王草堂記念館、尾﨑

士郎記念館の学芸員による連続講座を実施します。また、各記念館の調査研究の成果を記念館ノートと

して刊行します。 

（単位：千円） 

事 業 名 事 業 内 容 経 費 

文化芸術資源の活用に関する

事業 

龍子記念館の管理運営（記念館・旧宅・公園） 

 名作展Ⅰ（6 月～10 月） 

 龍子没後 50 年特別展（11 月～12 月） 

 名作展Ⅱ（12 月～4 月） 

 ギャラリートーク（月 1 回） 

 記念館講座 

 夏休みこどもワークショップ 

51,726 

熊谷恒子記念館の管理運営 

 かなの美展Ⅰ（4 月～8 月） 

 かなの美展Ⅱ（9 月～12 月） 

 かなの美展Ⅲ（12 月～4 月） 

 ギャラリートーク（月 1 回） 

記念館講座 

 夏休みこどもワークショップ 

14,146 

山王草堂記念館の管理運営 

記念館講座 

 講演：馬込文士の足跡をたずねて（年 2 回） 

 展示内容のリニューアル 

7,804 

尾﨑士郎記念館の管理運営 

記念館講座 

展示内容のリニューアル 

4,772 

※事業名、日程等は変更となる場合がございます。 

 

 

 

 



 

８ 

 

４ 文化芸術の活性化を図るための情報収集と発信に関する事業（第４条第４号関係）   10,312 千円 

  

 協会が管理運営を行う文化芸術拠点施設での貸館を含めた公演情報のほか、区、ＮＰＯ等による地域文化

芸術情報の収集、発信が期待されています。 

 広く区民に文化芸術情報を提供していくために、情報誌やホームページにて、公演情報や施設情報、文化

芸術情報などを発信していきます。 

 また、インターネットのコミュニティ型 Web サイトであるＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）

等の活用を視野に入れ、より効果的な広報・宣伝を検討していきます。 

（単位：千円） 

事 業 名 事 業 内 容 経 費 

情報発信事業 
広報誌発行～催し物案内など～ 

ホームページ、パンフレット等 
 

 

 

 

５ 文化芸術の拠点施設の管理運営に関する事業（第４条第５号関係）          535,864 千円 

 

（1）文化芸術拠点施設には、大田区民プラザ、大田区民ホール、大田文化の森といったホール・展示室・集

会室等の機能を持った施設があります。当協会は、大田区の文化振興のため、区と連携して区民の自主

的な文化活動の活性化に寄与し、身近に参加していただけるよう、より快適で利用しやすい施設を提供

すべく、管理運営を行っていきます。 

（2）施設や設備を良好に維持管理し、清潔で整った状態を保ち、安全で快適な環境づくりを行います。 

（3）地域の中で文化活動に携わる人を結び、輪を広げ、集客を図り、賑わいを創出します。 

（4）施設を利用されるお客様に適切な情報提供やご案内をすることで、文化芸術活動の促進に寄与できるよ 

  う努めます。 

（5）経費を全面的に見直し、効率的な運営に努めます。 

 

大田区民プラザにおいては、各室場の照明の LED 化を進めます。トイレの手洗を自動手洗器とし、節水

と衛生面の向上を図ります。電気の消灯を小まめに行い経費節減に努めます。施設内の案内板や導線がお

客様にとってわかりやすいようにします。時代のニーズにあった音響機材等に交換します。 

 

大田区民ホールにおいては、平成 28 年度に大ホールの音響・照明・座席を中心にリニューアルしまし

た。見やすく聴きやすい快適なホールであり続けるように、点検と清掃を一層心がけます。また、展示室

のスポットライトを交換するなど、設備の充実に努めます。 

 

大田文化の森においては、各室場の照明の LED 化を進めます。照明に人感センサー等を設置し点灯時間   

 の短縮に努めます。経年劣化をむかえた給湯器や空調機を修理し、より快適な施設環境に整えます。お客

様のニーズに合ったホール等の音響機材に交換し、使いやすい施設を目指します。フロント受付周りの環

境を整え、お客様が利用しやすい場を提供します。 

 



 

９ 

 

                             （単位：千円） 

事 業 名 事 業 内 容 経 費 

文化芸術拠点施設の管理運営

に関する事業 

〔施設名〕大田区民プラザ 

〔所在地〕大田区下丸子 3-1-3 
181,775 

〔施設名〕大田区民ホール（アプリコ） 

〔所在地〕大田区蒲田 5-37-3 
123,646 

〔施設名〕大田文化の森 

〔所在地〕大田区中央 2-10-1 

（情報館の運営を含む） 

230,443 

 

 

 

６ その他この法人の目的を達成するために必要な事業（第４条第６号関係）       21,360 千円 

 

（1）受託チケット等の販売に関する事業（経費合計  140 千円） 

利用者が実施する公演のチケットを受託し、窓口で販売いたします。 

事務手続きを簡略化し、お客様にとって利用しやすい事業になるように努めます。 

 

（2）大田区から受託するスポーツ施設等の管理運営に関する事業（経費合計  21,220 千円） 

大田区民プラザの体育室及びトレーニングルーム、大田文化の森のスポーツスタジオを、区民が安心し

て利用できるよう、定期点検を着実に行い、適切な管理運営に努めます。 

大田区民プラザトレーニングルームでは、利用者ニーズに応えてトレーニング機器をリニューアルしま

す。より充実した機能を楽しんでいただけます。 

 

 

 

７ 文化芸術振興事業人件費                            254,146 千円 

 

（1）定款第４条第１～６号を達成するために必要な人件費 

（単位：千円） 

人 件 費 254,146 
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